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 「ビジネスと人権に関する国連指導原則」に基づき、各国が行動計画（NAP）の作成を開始。 

 人権保護のために法的拘束力を持つ文書の作成を求める動きに対し、「ビジネスと人権に関

する国連指導原則」をいかに具体化していくかが問われている。人権保護を目的としたルー

ル形成について、国際的に議論が展開されている。 

 日本政府は、マルチステークホルダーと協働し、ビジネスと人権に関して、NAP策定を通じて

日本企業のコミットメントを後押しすることが求められている。 

「ビジネスと人権に関する国連指導原則」

が国連人権理事会で承認されてから 3 年がた

ち、指導原則の具体的実行のための「行動計

画」（ National Action Plan: NAP）がいくつ

かの EU 諸国により策定され、それに続く各

国政府の動きが活発化しつつある。このよう

な国際的潮流のなか、政府は、企業が経済活

動によって人権に負のインパクトを与えるこ

とがないように、指導原則を活用した政策を

立案していくことが求められている。この観

点から、人権を尊重する指針と政策を示す「行

動計画」を政府が策定することが重要になっ

ている。 
 
国連フォーラム「ビジネスと人権」 

2011 年に国連人権理事会で承認された『ビ

ジネスと人権に関する国連指導原則』（以下、

指導原則）の下、「国連ビジネスと人権フォー

ラム」（United Nations Forum on Business 
and Human Rights）が、人権理事会決議 17/4
および 26/22 に基づいて、2012 年から毎年国

連ジュネーブ本部で開催されている。 
 2014 年 12 月に開催された第 3 回フォーラ

ムのテーマは、「ビジネスと人権をグローバル

に進展させる：提携、支持、説明責任」

（“Advancing business and human rights 
globally: alignment, adherence and 
accountability”）であり、指導原則をいかに

実行、活用して、グローバル経済における人々

の人権と尊厳に貢献できるかについて活発な

議論がなされた。フォーラムでは、①政府の

役割と行動計画（NAP）、②人権尊重という

企業責任を経営方針・実務にどのように入れ

込むか、③被害者にとって有効な救済へのア

クセスをどのように確保するか、④国際金融

や貿易システムを含むグローバル・ガバナン

ス構造にどのように指導原則を統合させてい

くか、⑤実効的なステークホルダー・エンゲ

ージメントのグッドプラクティスはいかなる

ものか、などのサブテーマが掲げられた。 
 
注目は「行動計画」（NAP） 

本フォーラムにおけるメインテーマのひと

つ、「ビジネスと人権に関する政府行動計画」

(NAP)は、指導原則に従ってビジネスが人権

に負のインパクトを与えないように防止し人

権を保護するために、各国政府が立案し執行

する政策文書である。NAP 策定を推奨する国

連ワーキンググループによる報告書が 2014
年 8 月に国連総会に提出されている。本フォ

ーラムのオープニングにおいて、人権理事会

議長とフォーラム議長は、すべての政府に対

し NAP の準備を要請し、政府が NAP を作り、

企業は行動し、市民社会は政府や企業が指導

原則を実行すべく支えることを強調した。 
NAP の目的は、ビジネスと人権に関して、
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様々なマルチステークホルダーからのニーズ

とギャップや、具体的かつ実行可能な政策と

目標を明らかにするプロセスによって、企業

による人権侵害を防止し、人権保護を強化す

ることである。NAP は、人権とビジネスに関

する政府の一貫した方針と政策であるが、重

要なのはその策定へのマルチステークホルダ

ーの関与である。政府は、NAP によって、ビ

ジネス界に対する期待を明らかにし、ビジネ

ス界が指導原則を実行することを後押しする

施策を示す必要がある。 
英国が 2013 年に世界に先駆けて NAP を公

表し、他の EU 加盟国も作成に取り組んでお

り、オランダやデンマーク、フィンランドが

NAP を発表している。また、2014 年 9 月に

NAP 作成を表明した米国政府からは、本フォ

ーラムの「責任ある市場の形成における政府

の役割」と題されたパネルセッションにおい

て国務省の担当者が登壇し、労働省、商務省、

財務省など複数の省庁、ビジネス界、市民社

会を交えて作業を開始すると語り、その動向

に注目が集まっている。 
 

政府公共調達における人権保護──オリンピ

ック・輸出信用・ODA 

ビジネスと人権の観点から、政府調達は大

きな市場であり、政府がいかに人権を考慮し

て物品・サービスを調達するかは、NAP その

ものの在り方を示す。国連ワーキンググルー

プの報告書では、政府は企業が人権を尊重す

るようインセンティブを与えるべきであり、

どのように政府調達で人権を考慮するかを

NAP で示すべきであると述べている。 
例えば、サプライヤーが指導原則に基づく

責任を果たしていることを示すために人権デ

ューディリジェンスや関連するリスク分析を

求め、これらの要件を政府調達に関するガイ

ドラインおよび競争入札の条件に入れ込むこ

となどである。とくにオリンピックなどのス

ポーツ大会における物品やサービスの調達に

おいて、政府は人権を保護する自らの姿勢を

民間セクターに見せる必要があると議論され

た。同様に、輸出信用供与や ODA などにお

いても、人権に負のインパクトをもたらすプ

ロジェクトには供与しないことを確実にする

手順などが NAP に盛り込まれるべきである。 
 

グローバル・ルール形成のゆくえ──企業のス

ペースを狭めないために 

 2014 年 6 月、国連人権理事会において、ビ

ジネスと人権に関する二つの決議が採択され

た。ひとつは、多国籍企業を規制するために

法的拘束力をもつ文書の作成を目的とする政

府間ワーキンググループの新設を求めるもの、

もうひとつは、法的拘束力をもつ文書の効果

と限界について現在の国連ワーキンググルー

プに調査報告を求めるものであった。前者は

賛成 20、反対 14、棄権 13 で可決、後者は全

会一致で可決された。 
 国連フォーラムのクロージング・セッショ

ンにおける議論で、企業は法規制がなければ

何もしないので多国籍企業を規制する国際条

約が必要であるとの主張に対し、ビジネス界

は大きな懸念を示した。それだけに、法的拘

束力をもつ文書作成を目的とするワーキング

グループの設置という決議が採択されたイン

パクトは大きい。これは、幅広いステークホ

ルダーとの対話を重ねて成立した指導原則以

前、すなわち人権規範をめぐる市民社会や途

上国 vs 企業や先進国という、かつての深い対

立の構図への後戻りを惹起させる。その意味

で、人権理事会での決議の数ヵ月後に米国が、

その後にドイツが NAP 作成のコミットメン

トを表明したことは、指導原則の有効性を支

持する意味があるものと評価できる。 
 

日本の課題──期待と懸念に応える  

 世界の政治経済や社会環境、つまりビジネ

ス環境は急速に変化している。指導原則を支

柱とするビジネスと人権に関する課題の認識、

理解、政策、枠組み、ルール形成、実務につ

いて、グローバルレベル、地域レベル、セク

ターレベルそして各国における動向を知る必

要がある。 
日本の政府および企業への期待と懸念は大

きい。2015 年はジュネーブでの年次フォーラ

ムとともに、「ビジネスと人権」に関するアジ

ア地域フォーラムが予定されている。人権と

ビジネスに関するグローバル・ルール形成に

おいて、日本のさらなるプレセンスが求めら

れている。 
 

（やまだ みわ／新領域研究センター法・制度

研究グループ長） 


